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(株) 建帛社 

『三訂  食品の安全性［第3版］』『補遺 

＊第 3 刷発行に際して，第 2刷より下記を訂正します 

頁 行 数 修正前 修正後 

6 上から 3 行目 ほぼ 39％まで ほぼ 38％まで 

29 表 3-1 別紙表に差し替え  

29 下から 4 行目 2018（平成 30）年 2023（令和 5）年 

29-

30 
下から 1 行目～上か

ら 1 行目 

年間 20,000～40,000 人 年間約 20,000～40,000 人 

30 表 3-2 別紙表に差し替え         ― 

31 上から 5 ～ 6 行目 2016～2020（（平成 28～令和 2）年の 5

年間（表 3-3）において，食中毒の原

因食品・食事の判明したものは件数の

81～89％，患者数では 92～98％であっ

た。 

2019～2023（令和元～5）年の 5 年間

（（表 3-3）において，食中毒の原因食品・

食事の判明したものは件数の 74～

86％，患者数では 95～98％であった。 

31 上から 10～28 行目 右文章に差し替え 4）病因物質別発生状況 

過去 5 年間の病因物質別食中毒の

発生状況を表 3-4 に示した。この 5 年

間において病因物質の判明した件数

の割合は 98～99％，そのうち細菌によ

るものは 31～46％，自然毒によるもの

は 5～10％であった。患者数では 98～

99％の病因物質が判明しており，細菌

によるものが 37～68％である。細菌性

食中毒のうち，件数ではカンピロバク

ターが最も多く，患者数はカンピロバ

クターのほかサルモネラ属菌，ウエル

シュ菌，病原大腸菌が多く，腸炎ビブ

リオは減少している。 

ノロウイルスによる食中毒の患者

数は 2019～2023（令和元～5）年の 5

年間で，10,000 人以下となっており，

減少傾向にある。ノロウイルス食中毒

の原因食品は，かつては二枚貝，とく

にカキであった。しかし，近年はノロ

ウイルスに感染した調理人が感染源

となっている例が多くなっている。 

寄生虫は 2019～2023（令和元～5）



 2 / 14 

頁 行 数 修正前 修正後 

年の事件数で 33～61％，患者数で 3.4

～6.0％であり，クドアおよびアニサ

キスが多くを占めている。 

5）原因施設別発生状況 

原因施設別食中毒発生状況の過去 5

年間（表 3-5）において，原因施設が

判明した件数の割合は 70～85％で，患

者数は 94～97％前後である。事件数の

多い上位 3 施設は飲食店，家庭，販売

店である。患者数は飲食店が最も多

く，仕出し屋，製造所が 2，3 位を占

めている。 

32 表 3-3 別紙表に差し替え         ― 

33 表 3-4 別紙表に差し替え         ― 

34 表 3-5 別紙表に差し替え         ― 

41 上から 8 行目 主要部分を占める。 主要部分を占めていた。 

45 上から 14 行目 発生件数では約 30％，患者数は 55％ 発生件数では約 15％，患者数は 50％ 

53 下から 4～5 行目 死亡例ではドクツルタケによるもの

が約 50％である。 

過去 10 年の死亡例はドクツルタケと

ニセクロハツによるものである。 

56 上から 5～6 行目 2020（令和 2）年までの 5 年間の発生

件数と患者数は，全食中毒事例の 0.8

～1.8%，0.6～2.1％の割合である。 

2023（（令和 5）年までの 5 年間の発生

件数と患者数は，全食中毒事例の 0.2

～1.8%，0.8～2.2％の割合である。 

58 下から 1～3 行目 2020（（令和 2）年の寄生虫による食中

毒は，アニサキスによるものが 386

件，患者数 396 人，クドアによるもの

が 9 件，88 人であった。 

2023（（令和 5）年の寄生虫による食中

毒は，アニサキスによるものが 432

件，患者数 441 人，クドアによるもの

が 22 件，246 人であった。 

85 上から 1～4 行目 2018～2020（（平成 30～令和 2）年の食

中毒統計によれば，原因施設が判明し

たもののうち，家庭における発生は事

件数が 163 件，151 件，166 件でいず

れも第 2位であった。患者数は 224名，

314 名，244 名で第 7 位，第 6位，第 7

位，死者数はいずれも 3 名であった。 

2021～2023（（令和 3～5）年の食中毒統

計によれば，原因施設が判明したもの

のうち，家庭における発生は事件数が

106 件，130 件，112 件でいずれも第 2

位であった。患者数は 156 名，183 名，

173 名で第 13 位，第 8 位，第 12 位，

死者数は 1 名，2 名，1 名であった。 

105 上から 7 行目 2020 年 3 月現在，日本を含む 181 か国

および欧州連合が締結している。 

2023 年 11 月現在，日本を含む 184 か

国および EU，パレスチナが締結し 

ている。 

109 下から 1 段落目 右文章に差し替え 1956（（和和 31）年に熊本県水俣湾周辺
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頁 行 数 修正前 修正後 

に“水俣病”が，1965（（和和 40）年には

新潟県阿賀野川流域に“新潟水俣病”

が発生し，両事件をあわせて 1975（（和

和 50）年ごろまでに多数の認定患者と

死者が出た。2022（（令和 4）年 11 月末

までの認定患者数は 3,000 名である。

主な症状としてはハンター・ラッセル

症候群と呼ばれる視野狭窄，歩行困

難，言語障害などがあげられる。 

124 上から 1～2 行目 2020（令和 2）年 3 月末で水道普及率

は 98.1%に達している。 

2021（令和 3）年 3 月末で水道普及率

は 98.2%に達している。 

129 上から 2～3 行目 2019（令和元）年には 4,000,729kL と

なり，22 倍以上に増加した。日本の 1

人当たりの消費量は年間約 31.7Lとな

っている。 

2023（（令和 5）年には 4,996,690kL とな

り，28 倍以上に増加した。日本の 1 人

当たりの消費量は年間約 40.2Lとなっ

ている。 

130 表 8-3：「6  鉛」 0.05mg/L 以下 0.01mg/L 以下 

132 上から 4 行目 2020（令和 2）年 3 月末現在，下水道

処理人口普及率 79.7% 

2021（令和 3）年 3 月末現在，下水道

処理人口普及率 80.6% 

153 上から 2 段落目  主要食料の自給率の推移を表 9-3 に

示した。わが国の食料需給について，

2020（（令和 2）年度の統計（概算）で

は主食用穀物自給率は 60％である。米

は 97％自給であるが，小麦は 15％，

豆類は 8％のみである。大部分を輸入

に依存している飼料用を含めた穀物

自給率は 28％である。鶏卵はほぼ自給

されている。肉類や魚介類は輸入が増

加傾向にある。食料自給率をエネルギ

ーベース（供給熱量）でみると，2020

（（令和 2）年度は 37％で低下傾向にあ

り，輸入食品なしでは私たちの食生活

を考えることはできない状況となっ

ている。 

 主要食料の自給率の推移を表 9-3 に

示した。わが国の食料需給について，

2023（（令和 5）年度の統計（概算）で

は主食用穀物自給率は 63％である。米

は 99％自給であるが，小麦は 17％，

豆類は 8％のみである。大部分を輸入

に依存している飼料用を含めた穀物

自給率は 30％である。鶏卵はほぼ自給

されている。肉類や魚介類は輸入が増

加傾向にある。食料自給率をエネルギ

ーベース（供給熱量）でみると，2023

（（令和 5）年度は 38％で低下傾向にあ

り，輸入食品なしでは私たちの食生活

を考えることはできない状況となっ

ている。 

153 表 9-3 別紙表に差し替え         ― 

154 下から 1 行目 2019（令和元）年度は 254 万件 2022（令和 4）年度は 240 万件 

154 図 9-2 別紙図に差し替え         ― 

155 表 9-4 別紙表に差し替え         ― 
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頁 行 数 修正前 修正後 

155 上から 4～5 行目 2019（（令和元）年度の検査は届出件数

の 8.5% 

2022（（令和 4）年度の検査は届出件数

の 8.4% 

155 上から 7 行目 2019（令和元）年度は 763 件 2022（令和 4）年度は 781 件 

155 下から 4 行目 2017～2019（平成 29～令和元） 2020～2022（令和 2～令和 4） 

156 表 9-5 別紙表に差し替え         ― 

157 表 9-6 別紙表に差し替え         ― 

157 上から 9～10 行目 第 13 条違反が最も多く 60.5%，次い

で 6 条違反が 27.9%，第 12 条違反が

6.0%であり，これら 3 条で全体の 94%

を占める。 

第 13 条違反が最も多く 60.7%，次い

で 6 条違反が 27.9%，第 12 条違反が

5.9%であり，これら 3 条で全体の

94.5%を占める。 

161 表 9-7 別紙表に差し替え         ― 

167-

168 
下から 1 行目～上か

ら 3 行目 

2018年度の「即時型食物アレルギーに

よる健康被害に関する全国実態調査」

では，皮膚症状（86.6％）が最も多く，

次いで，呼吸器症状（38.0％），粘膜症

状（28.1％），消化器症状（27.1％），シ

ョック症状（10.8％）の順である。 

2021 年度の「即時型食物アレルギーに

よる健康被害に関する全国実態調査」

では，皮膚症状（85.2％）が最も多く，

次いで，呼吸器症状（36.4％），消化器

症状（30.8％），粘膜症状（30.5％），シ

ョック症状（10.9％）の順である。 

170 下から 11 行目 鶏卵が最も多く，次いで牛乳，小麦で 鶏卵が最も多く，次いで牛乳，木の実

類で 

171 図 9-5 別紙表に差し替え         ― 
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